
船舶事故等調査報告書 

平成２１年６月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９横第５５号 

事故等名 作業船拓海モーターボート法丸衝突 

発生年月日時刻 平成２１年２月９日（月）１８時１０分ごろ 

発生場所 京浜港東京区第３区東京中央防波堤西灯台から真方位１４１°３７５ｍ付近 

（概位 北緯３５°３５.６′ 東経１３９°４８.６′） 

事故等調査の経過 調査の概要：平成２１年３月１２日横浜・地方事故調査官が、Ａ船舶所有者から事故の

概要、損傷写真、保険関係書類写、船舶検査手帳写、船舶検査証書写、

小型船舶登録事項通知書写、修繕明細書写、船長免状写を入手、３月 

１９日Ｂ船船長から事故状況等に関する回答、３月２３日船舶検査手帳

写、船舶検査証書写、小型船舶登録事項通知書写、船長免許証写を入

手、４月８日両船船舶所有者から口述聴取 

原因関係者からの意見聴取：意見なし 

事実情報 

船種･船名･総トン数 

船舶番号 

船舶所有者等 

 

Ａ 作業船 拓海 １６トン 

２３５－２５２５７東京 

有限会社安田船舶 

船種・船名・総トン数 

船舶番号（IMO 番号） 

船舶所有者等 

Ｂ モーターボート 法丸 ５トン未満（７.７４ｍ） 

２３０－３０４７４東京 

個人所有 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長 一級小型船舶操縦士 

Ｂ 船長 一級小型船舶操縦士 

負傷者 Ａ なし 

Ｂ なし 

損傷 Ａ 船首部左舷側防舷帯一部脱落 

Ｂ 船首部に高さ約２０ｃｍ、幅約５０ｃｍの破口 

事故等の経過 Ａ船は、京浜港東京区第３区東航路から同西航路を結ぶ水路の西口に向けて航行

中、Ｂ船は、釣りのため、東京中央防波堤付近に停泊しようとしたとき、平成２１年２月

９日１８時１０分ごろ、Ａ船の左舷船首とＢ船の船首が衝突した。 

当時の天気は、晴れで、風力２の北北東の風が吹いていた。 

分析 気象・海象の関与 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

Ａ船は、Ｂ船が左舷前側の窓枠の死角に入っていたため、確

認できず、Ｂ船に気付いたとき、クラッチを中立にしたが間に

合わなかった可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、右舷側を見ていなかったので、右舷側から接近する

Ａ船の前路に停泊しようとした可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船が航行中、Ｂ船が停泊作業中、いずれも適切な見張りを行わ

ず、他船の存在に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生した可能性が

あると考えられる。 

その他の事項 Ａ船は、事故後、窓枠の死角を解消するために、一定の位置で見張りを行わずに、顔

を前後左右に動かして確認するようになった。 

 




